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原子力発第２１３７９号 

                                       令和４年 ２月１５日 

 

 原子力規制委員会 殿 

 

 

                          住 所       高松市丸の内２番５号   

                           申 請 者 名       四国電力株式会社    

                        代表者氏名   取締役社長 社長執行役員 

長 井 啓 介 

 

伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の３の 

34 第３項において準用する同法第 12 条の６第３項の規定に基づき，下記

のとおり伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可の申請をいたします。 

 

記 

 

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

名 称            四国電力株式会社 

住 所            高松市丸の内２番５号  

代表者の氏名      取締役社長 社長執行役員  長井 啓介 

 

二 工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称            伊方発電所 

所 在 地            愛媛県西宇和郡伊方町 

 

三 発電用原子炉の名称 

名 称            伊方発電所 １号原子炉 
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四 変更に係る事項 

平成 29 年６月 28 日付け原規規発第 1706284 号をもって認可を受け，

別紙１のとおり変更認可を受けた伊方発電所１号炉の廃止措置計画認可

申請書の記載事項中，次の事項の記述を別紙２のとおり変更する。 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

六 性能維持施設 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

 

五 変更の理由 

(1) １号炉海水ポンプの廃止に伴い，関連する記載を変更する。 

(2) その他，記載の適正化等を行う。 
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別紙１ 

 

伊方発電所１号炉廃止措置計画変更認可 

認可年月日 認可番号 

令和 2年10月 7日 原規規発第2010075号 
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別紙２ 

 

 

変 更 の 内 容 
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四 廃止措置対象施設及びその敷地 

廃止措置対象施設及びその敷地の記述の一部を，伊方発電所１号炉

の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変

更する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
6
 
-
 

変更前 変更後 備  考 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

 

四 廃止措置対象施設及びその敷地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・記載の適正化 

（使用済燃料輸送容器を廃

止措置対象施設へ追加） 

 

 

 

 

第4.2表 廃止措置対象施設（１／２） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 
発電用原子
炉施設の一
般構造 

その他の主要な構
造 

原子炉補助建家 

原子炉本体 

炉心 炉心支持構造物 
燃料体 燃料集合体 
原子炉容器 原子炉容器 

放射線遮蔽体 
原子炉容器周囲のコンクリート壁 
原子炉格納容器外周のコンクリート
壁 

核燃料物質
の取扱施設
及び貯蔵施
設 

核燃料物質取扱設
備 

燃料取替装置※３ 
燃料移送装置※３ 

除染装置※３ 

核燃料物質貯蔵設
備 

新燃料貯蔵設備 
使用済燃料貯蔵設備※３ 
使用済燃料乾式貯蔵施設※

 
４ 

原子炉冷却
系統施設 

１次冷却設備 

蒸気発生器 
１次冷却材ポンプ 
１次冷却材管 
加圧器 

２次冷却設備 タービン 

非常用冷却設備 
高圧注入系 
低圧注入系 
蓄圧注入系 

その他の主要な事
項 

化学・体積制御設備 
余熱除去設備 
タービンバイパス設備 
主蒸気安全弁及び大気放出弁 

計測制御系
統施設 

計装 
核計装 

その他の主要な計装 

安全保護回路 
原子炉停止回路 
その他の主要な安全保護回路 

制御設備 
制御材 
制御材駆動設備 

その他の主要な事
項 

１次冷却材温度制御設備 
加圧器制御設備 

 
※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家，焼却 

炉建家，雑固体処理建屋，屋内開閉所）を含む。 
※２：２号炉のみとの共用施設（一部共用を含む）。 
※３：当該施設のうち一部が２号及び３号炉との共用施設。 
※４：当該施設のうち全てが２号及び３号炉との共用施設。 

第4.2表 廃止措置対象施設（１／２） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称※１ 
発電用原子
炉施設の一
般構造 

その他の主要な構
造 

原子炉補助建家 

原子炉本体 

炉心 炉心支持構造物 
燃料体 燃料集合体 
原子炉容器 原子炉容器 

放射線遮蔽体 
原子炉容器周囲のコンクリート壁 
原子炉格納容器外周のコンクリート
壁 

核燃料物質
の取扱施設
及び貯蔵施
設 

核燃料物質取扱設
備 

燃料取替装置※３ 
燃料移送装置※３ 

除染装置※３ 

使用済燃料輸送容器※２ 

核燃料物質貯蔵設
備 

新燃料貯蔵設備 
使用済燃料貯蔵設備※３ 
使用済燃料乾式貯蔵施設※

 
４ 

原子炉冷却
系統施設 

１次冷却設備 

蒸気発生器 
１次冷却材ポンプ 
１次冷却材管 
加圧器 

２次冷却設備 タービン 

非常用冷却設備 
高圧注入系 
低圧注入系 
蓄圧注入系 

その他の主要な事
項 

化学・体積制御設備 
余熱除去設備 
タービンバイパス設備 
主蒸気安全弁及び大気放出弁 

計測制御系
統施設 

計装 
核計装 

その他の主要な計装 

安全保護回路 
原子炉停止回路 
その他の主要な安全保護回路 

制御設備 
制御材 
制御材駆動設備 

その他の主要な事
項 

１次冷却材温度制御設備 
加圧器制御設備 

※１：記載されている設備が設置されている建家（タービン建家，焼却 
炉建家，雑固体処理建屋，屋内開閉所）を含む。 

※２：２号炉のみとの共用施設（一部共用を含む）。 
※３：当該施設のうち一部が２号及び３号炉との共用施設。 
※４：当該施設のうち全てが２号及び３号炉との共用施設。 
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六 性能維持施設 

性能維持施設の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変

更認可申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
8
 
-
 

変更前 変更後 備  考 

六 性能維持施設 

 

六 性能維持施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（使用済樹脂計量タンク室

の補助遮蔽を性能維持施

設へ追加） 
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十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の記述の一

部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較

表の変更後欄のとおり変更する。



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
0
 
-
 

変更前 変更後 備  考 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

2. 放射性液体廃棄物の廃棄 

2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間は，原子炉の運転を終了していること，原子炉

の運転を停止してから長時間が経過していること，管理区域内設備

の解体撤去を行わず，原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継

続すること，液体廃棄物の廃棄設備等の必要な設備について機能を

維持すること及び海水中における放射性物質の濃度を原子炉運転中

と同等に維持するように１号及び２号炉の運転終了に伴う復水器冷

却水等の量の減少を考慮した放出管理目標値を設定することから，

放射性液体廃棄物の年間放出量は，原子炉設置許可申請書に記載の

年間放出量を超えないと評価できる。 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

2. 放射性液体廃棄物の廃棄 

2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量 

(1) 解体工事準備期間 

解体工事準備期間は，原子炉の運転を終了していること，原子炉

の運転を停止してから長時間が経過していること，管理区域内設備

の解体撤去を行わず，原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継

続すること，液体廃棄物の廃棄設備等の必要な設備について機能を

維持すること及び海水中における放射性物質の濃度を原子炉運転中

と同等に維持するように１号及び２号炉の運転終了と１号炉海水ポ

ンプの廃止に伴う復水器冷却水等の量の減少を考慮した放出管理目

標値を設定することから，放射性液体廃棄物の年間放出量は，原子

炉設置許可申請書に記載の年間放出量を超えないと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１号炉海水ポンプの廃止

に伴う変更 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
1
 
-
 

変更前 変更後 備  考 

第10.2表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中の 

放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.8×10１０ 

 

第10.2表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中の 

放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.7×10１０ 

 

 

 

 

 
 

・１号炉海水ポンプの廃止

に伴う変更 

（放出管理目標値の変更） 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

-
 
1
2
 
-
 

変更前 変更後 備  考 

   

 

・１号炉海水ポンプの廃止

に伴う変更 

（放射性液体廃棄物につい

て，２号炉で処理するこ

とを明確化） 

 

 
第

1
0
.
2
図
 
解
体
工
事
準
備
期
間
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
処
理
フ
ロ
ー

 

 
第

1
0
.
2
図
 
解
体
工
事
準
備
期
間
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
処
理
フ
ロ
ー

 



 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 



 

今回の変更申請に係る伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請

書の添付書類は以下のとおりである。 

 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき

期間に関する説明書 

 



 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書の記述の一部を，

伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表の変

更後欄のとおり変更する。 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
1
 

変更前 変更後 備  考 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

2. 被ばく評価 

2.2 周辺公衆の平常時の被ばく評価 

2.2.1 解体工事準備期間 

2.2.1.1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく 

(1) 放射性気体廃棄物の推定放出量 

a. 放出量評価方法（１号及び２号炉） 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から発生する放射性気体

廃棄物の主なものは，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に

示す原子炉運転中の放射性気体廃棄物のうち，原子炉格納容器の

換気及び原子炉補助建家の換気により放出される放射性希ガス

（以下「希ガス」という。）である。希ガスについては，「原子炉

設置許可申請書 添付書類九」の評価対象核種のうち，Ｋｒ－８

５を除いた核種は，半減期が短く，原子炉の運転を終了している

こと及び原子炉の運転を停止してから長時間が経過しているこ

とから，放出量は無視できる。また，放射性よう素（以下「よう

素」という。）についても，半減期が短く，放出量は無視できる。 

以上のことから，解体工事準備期間に１号及び２号炉から放出

される放射性気体廃棄物については，原子炉運転中に生成され１

次冷却材中に含まれていた希ガス（Ｋｒ－８５）が原子炉停止以

降に減衰し，解体工事準備期間に年間を通じて排気筒から放出さ

れるものとして評価する。減衰期間は，原子炉停止からの期間を

考慮し１号炉は５年，２号炉は６年とする。 

(a) 計算式 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から放出される放射性

気体廃棄物の量は次式を用いて計算する。 

Ｑ＝ＡＷ・Ｗｍ          …………………（３－１） 

Ｑ ：排気筒から放出される希ガス（Ｋｒ－８５）の量 

（Bq／y） 

ＡＷ ：１次冷却材中の希ガス（Ｋｒ－８５）濃度（１号炉は 

５年，２号炉は６年減衰後）       （Bq／g） 

Ｗｍ ：１次冷却材保有量（原子炉運転中）            (ｇ) 

 

 

 

添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

2. 被ばく評価 

2.2 周辺公衆の平常時の被ばく評価 

2.2.1 解体工事準備期間 

2.2.1.1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく 

(1) 放射性気体廃棄物の推定放出量 

a. 放出量評価方法（１号及び２号炉） 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から発生する放射性気体

廃棄物の主なものは，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に

示す原子炉運転中の放射性気体廃棄物のうち，原子炉格納容器の

換気及び原子炉補助建家の換気により放出される放射性希ガス

（以下「希ガス」という。）である。希ガスについては，「原子炉

設置許可申請書 添付書類九」の評価対象核種のうち，Ｋｒ－８

５を除いた核種は，半減期が短く，原子炉の運転を終了している

こと及び原子炉の運転を停止してから長時間が経過しているこ

とから，放出量は無視できる。また，放射性よう素（以下「よう

素」という。）についても，半減期が短く，放出量は無視できる。 

以上のことから，解体工事準備期間に１号及び２号炉から放出

される放射性気体廃棄物については，原子炉運転中に生成され１

次冷却材中に含まれていた希ガス（Ｋｒ－８５）が原子炉停止以

降に減衰し，解体工事準備期間に年間を通じて放出されるものと

して評価する。減衰期間は，原子炉停止からの期間を考慮し１号

炉は５年，２号炉は６年とする。 

(a) 計算式 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から放出される放射性

気体廃棄物の量は次式を用いて計算する。 

Ｑ＝ＡＷ・Ｗｍ          …………………（３－１） 

Ｑ ：放出される希ガス（Ｋｒ－８５）の量 

（Bq／y） 

ＡＷ ：１次冷却材中の希ガス（Ｋｒ－８５）濃度（１号炉は 

５年，２号炉は６年減衰後）       （Bq／g） 

Ｗｍ ：１次冷却材保有量（原子炉運転中）            (ｇ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放出源の有効高さの変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
 
 

3
-
2
 

変更前 変更後 備  考 

(2) 放射性気体廃棄物による実効線量 

b. 実効線量評価方法（１号及び２号炉） 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から放出される放射性気

体廃棄物による実効線量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類

九」における原子炉補助建家の換気により放出される希ガスと同

様に，第 3.2.2 表に示す希ガス（Ｋｒ－８５）が年間を通じて連

続的に排気筒から放出されるものとして評価する。 

 

 

 

(2) 放射性気体廃棄物による実効線量 

b. 実効線量評価方法（１号及び２号炉） 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から放出される放射性気

体廃棄物による実効線量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類

九」を参考とし，第 3.2.2 表に示す希ガス（Ｋｒ－８５）が原子

炉補助建家の換気により年間を通じて連続的に放出されるものと

して評価する。放射性気体廃棄物を放出する排気筒の高さは，１

号炉地上高約68ｍ，２号炉地上高約68ｍであるが，実効線量の評

価においては，保守的に地上放出として評価する。 

 

 

 

 

 

・放出源の有効高さの変更 

 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 

注）下線及び点線枠は，変更箇所を示すものであり変更事項に含まない。 
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変更前 変更後 備  考 

第3.2.9表 解体工事準備期間の敷地境界外における希ガスのγ線による 

年間実効線量 

（単位：μSv／y） 

評 価 

地 点 

の方位 

３号炉心から 

敷地境界まで 

の距離（ｍ） 

実効線量 

１号炉 ２号炉 ３号炉※ 合計 

ＥＮＥ 520 2.2×10－４ 1.1×10－４ 3.6×10－１ 3.6×10－１ 

Ｅ 520 2.2×10－４ 2.1×10－４ 6.2×10－１ 6.3×10－１ 

ＥＳＥ 510 2.8×10－４ 2.9×10－４ 8.0×10－１ 8.0×10－１ 

ＳＥ 500 3.5×10－４ 3.0×10－４ 1.0 1.1 

ＳＳＥ 580 3.2×10－４ 3.2×10－４ 6.1×10－１ 6.1×10－１ 

Ｓ 680 2.5×10－４ 2.8×10－４ 4.7×10－１ 4.8×10－１ 

ＳＳＷ 790 3.2×10－４ 3.8×10－４ 5.8×10－１ 5.9×10－１ 

ＳＷ 950 2.6×10－４ 3.0×10－４ 9.8×10－１ 9.8×10－１ 

ＷＳＷ 890 8.2×10－４ 4.0×10－４ 5.2×10－１ 5.3×10－１ 

※：３号炉から放出される放射性気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線 

量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

 

第3.2.9表 解体工事準備期間の敷地境界外における希ガスのγ線による 

年間実効線量 

（単位：μSv／y） 

評 価 

地 点 

の方位 

３号炉心から 

敷地境界まで 

の距離（ｍ） 

実効線量 

１号炉 ２号炉 ３号炉※ 合計 

ＥＮＥ 520 3.7×10－４ 1.7×10－４ 3.6×10－１ 3.6×10－１ 

Ｅ 520 3.5×10－４ 3.2×10－４ 6.2×10－１ 6.3×10－１ 

ＥＳＥ 510 4.4×10－４ 4.4×10－４ 8.0×10－１ 8.0×10－１ 

ＳＥ 500 5.1×10－４ 4.7×10－４ 1.0 1.1 

ＳＳＥ 580 4.7×10－４ 5.2×10－４ 6.1×10－１ 6.1×10－１ 

Ｓ 680 3.6×10－４ 4.0×10－４ 4.7×10－１ 4.8×10－１ 

ＳＳＷ 790 4.6×10－４ 5.4×10－４ 5.8×10－１ 5.9×10－１ 

ＳＷ 950 3.6×10－４ 4.0×10－４ 9.8×10－１ 9.8×10－１ 

ＷＳＷ 890 1.3×10－３ 6.5×10－４ 5.2×10－１ 5.3×10－１ 

※：３号炉から放出される放射性気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線 

量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

 

 

 

 

 

 

 

・放出源の有効高さの変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

2.2.1.2 放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

(1) 放射性液体廃棄物の推定放出量 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から発生する放射性液体廃

棄物は，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す原子炉運転

中と同様な廃棄物である。 

放出管理目標値は，１号及び２号炉の運転終了に伴う復水器冷却

水等の量の減少を考慮し，実効線量の計算に用いる海水中における

放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するよう，以下のと

おり変更する。 

 

b. 解体工事準備期間における放出管理目標値 

原子炉運転中の実効線量の計算に用いる海水中における放射

性物質の濃度は，原子炉運転中の復水器冷却水等の量を基に計算

している。  

今後，１号及び２号炉の復水器冷却水等の量を減少させるが，

実効線量の計算に用いる海水中における放射性物質の濃度を原

子炉運転中と同等に維持するよう，１号及び２号炉の年間放出量

を減少させる。 

 

 

解体工事準備期間における放射性液体廃棄物の年間放出量を

第 3.2.10 表に示す。 

以上を踏まえ，解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中

の放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値（１，２，

３号炉合算）を第3.2.11表のとおり設定し，これを超えないよう

に努める。 

 

 

2.2.1.2 放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

(1) 放射性液体廃棄物の推定放出量 

解体工事準備期間に１号及び２号炉から発生する放射性液体廃

棄物は，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す原子炉運転

中と同様な廃棄物である。 

放出管理目標値は，１号及び２号炉の運転終了と１号炉海水ポン

プの廃止に伴う復水器冷却水等の量の減少を考慮し，実効線量の計

算に用いる海水中における放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等

に維持するよう，以下のとおり変更する。 

 

b. 解体工事準備期間における放出管理目標値 

原子炉運転中の実効線量の計算に用いる海水中における放射

性物質の濃度は，原子炉運転中の復水器冷却水等の量を基に計算

している。  

１号及び２号炉の運転終了に伴い，１号及び２号炉の復水器冷

却水等の量を減少させるが，実効線量の計算に用いる海水中にお

ける放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するよう，１

号及び２号炉の年間放出量を減少させる。 

１号炉海水ポンプの廃止以降，１号炉から発生する放射性液

体廃棄物は，２号炉から放出する。 

解体工事準備期間における放射性液体廃棄物の年間放出量を

第 3.2.10 表に示す。 

以上を踏まえ，解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中

の放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値（１，２，

３号炉合算）を第3.2.11表のとおり設定し，これを超えないよう

に努める。 

 

 

 

 

 

 

・１号炉海水ポンプの廃止

に伴う変更 

 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

第3.2.10表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物の年間放出量 

（単位：Bq／y） 

核種 １号炉 ２号炉 ３号炉※ 

Ｃｒ－５１ 1.71×10７ 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｍｎ－５４ 2.57×10７ 2.57×10７ 1.11×10９ 

Ｆｅ－５９ 1.71×10７ 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｃｏ－５８ 8.57×10７ 8.57×10７ 3.70×10９ 

Ｃｏ－６０ 1.28×10８ 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｓｒ－８９ 1.71×10７ 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｓｒ－９０ 8.57×10６ 8.57×10６ 3.70×10８ 

Ｉ－１３１ 1.28×10８ 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｃｓ－１３４ 1.71×10８ 1.71×10８ 7.40×10９ 

Ｃｓ－１３７ 2.57×10８ 2.57×10８ 1.11×10１０ 

放出量合計 

（Ｈ－３を除く） 
8.5 ×10８ 8.5 ×10８ 3.7 ×10１０ 

Ｈ－３ 8.5 ×10１１ 8.5 ×10１１ 5.55×10１３ 

年間の復水器冷却水等の量 

（m３／y） 
2.19×10７ 2.19×10７ 1.63×10９ 

※：３号炉における放射性液体廃棄物の年間放出量及び年間の復水器冷却水 

等の量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

第3.2.10表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物の年間放出量 

（単位：Bq／y） 

核種 １号炉※１ ２号炉 ３号炉※２ 

Ｃｒ－５１ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｍｎ－５４ － 2.57×10７ 1.11×10９ 

Ｆｅ－５９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｃｏ－５８ － 8.57×10７ 3.70×10９ 

Ｃｏ－６０ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｓｒ－８９ － 1.71×10７ 7.40×10８ 

Ｓｒ－９０ － 8.57×10６ 3.70×10８ 

Ｉ－１３１ － 1.28×10８ 5.55×10９ 

Ｃｓ－１３４ － 1.71×10８ 7.40×10９ 

Ｃｓ－１３７ － 2.57×10８ 1.11×10１０ 

放出量合計 

（Ｈ－３を除く） 
－ 8.5 ×10８ 3.7 ×10１０ 

Ｈ－３ － 8.5 ×10１１ 5.55×10１３ 

年間の復水器冷却水等の量 

（m３／y） 
－ 2.19×10７ 1.63×10９ 

※１：１号炉から発生する放射性液体廃棄物は２号炉から放出する。 

※２：３号炉における放射性液体廃棄物の年間放出量及び年間の復水器冷却 

水等の量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値。 

 

 

 

・１号炉海水ポンプの廃止

に伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

第3.2.11表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中の 

放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.8×10１０ 

 

第3.2.11表 解体工事準備期間における放射性液体廃棄物中の 

放射性物質（トリチウムを除く）の放出管理目標値 

（１，２，３号炉合算） 

項目 放出管理目標値（Bq／y） 

放射性液体廃棄物中の放射性物質 

（トリチウムを除く） 
3.7×10１０ 

 

 

 

 

 
 

・１号炉海水ポンプの廃止

に伴う変更 



伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可申請書変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

第 3.2.7表 敷地境界外における線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 計算地点 

の方位 

放出源の有効高さ（ｍ） 

１号炉 ２号炉 ３号炉 

陸 

側 

評 

価 

地 

点 

ＥＮＥ －※ ４５ ５０ 

Ｅ ４５ ４０ ４０ 

ＥＳＥ ４５ ４０ ４０ 

ＳＥ ４０ ４５ ３０ 

ＳＳＥ ４０ ３５ ５０ 

Ｓ ４５ ４０ ４５ 

ＳＳＷ ４５ ４０ ５０ 

ＳＷ ４５ ５０ ７０ 

ＷＳＷ －※ ４５ ６５ 

※：「－」は海側方位で該当なし。 

 

 

第 3.2.7表 敷地境界外における線量計算に用いた放出源の有効高さ 

 計算地点 

の方位 

放出源の有効高さ（ｍ） 

１号炉 ２号炉 ３号炉 

陸 

側 

評 

価 

地 

点 

ＥＮＥ －※ ０ ５０ 

Ｅ ０ ０ ４０ 

ＥＳＥ ０ ０ ４０ 

ＳＥ ０ ０ ３０ 

ＳＳＥ ０ ０ ５０ 

Ｓ ０ ０ ４５ 

ＳＳＷ ０ ０ ５０ 

ＳＷ ０ ０ ７０ 

ＷＳＷ －※ ０ ６５ 

※：「－」は海側方位で該当なし。 

 

 

 

 

 

・放出源の有効高さの変更 

 

 



 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期

間に関する説明書 

性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関す

る説明書の記述の一部を，伊方発電所１号炉の廃止措置計画変更認可

申請書変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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変更前 変更後 備  考 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関 

する説明書 

3. 性能維持施設の機能及びその性能 

(1) 建家及び構造物 

廃止措置期間中は，放射性物質が管理されない状態で外部へ漏えいす

ることを防ぐ必要があるため，放射性物質の外部への「放射性物質漏え

い防止機能」を有する設備を維持管理する。 

また，廃止措置期間中は，周辺公衆及び放射線業務従事者の受ける被

ばくを低くするため，「放射線遮蔽機能」を有する設備を維持管理する。

建家及び構造物の機能及び性能維持施設を第 6.3.1 表に示す。 

 

第 6.3.1表 建家及び構造物の機能及び性能維持施設 

機能 性能維持施設 

放射線遮蔽機能 

原子炉補助建家（補助遮蔽（使用済燃料ピット，

廃液蒸発装置室，使用済樹脂貯蔵タンク室）） 

原子炉容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周のコンクリート壁 

放射性物質漏えい防止

機能 

原子炉補助建家 

原子炉格納容器 

 

 

原子炉格納容器については，廃止措置期間中は，原子炉冷却材喪失等

は発生しないため，「事故時の気密性」及び「事故時の格納容器隔離弁

等による放射性物質漏えい防止機能」は維持管理しない。 

「放射線遮蔽機能」を有する性能維持施設の性能は，以下のとおりで

ある。 

・放射線障害の防止に影響するような有意な損傷がない状態である 

こと。 

「放射性物質漏えい防止機能」を有する性能維持施設の性能は，以下

のとおりである。 

・外部へ放射性物質が漏えいするような有意な損傷がない状態であ 

ること。 

 

添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関 

する説明書 

3. 性能維持施設の機能及びその性能 

(1) 建家及び構造物 

廃止措置期間中は，放射性物質が管理されない状態で外部へ漏えいす

ることを防ぐ必要があるため，放射性物質の外部への「放射性物質漏え

い防止機能」を有する設備を維持管理する。 

また，廃止措置期間中は，周辺公衆及び放射線業務従事者の受ける被

ばくを低くするため，「放射線遮蔽機能」を有する設備を維持管理する。

建家及び構造物の機能及び性能維持施設を第 6.3.1 表に示す。 

 

第 6.3.1表 建家及び構造物の機能及び性能維持施設 

機能 性能維持施設 

放射線遮蔽機能 

原子炉補助建家（補助遮蔽（使用済燃料ピット，

廃液蒸発装置室，使用済樹脂貯蔵タンク室，使用

済樹脂計量タンク室）） 

原子炉容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周のコンクリート壁 

放射性物質漏えい防止

機能 

原子炉補助建家 

原子炉格納容器 

 

原子炉格納容器については，廃止措置期間中は，原子炉冷却材喪失等

は発生しないため，「事故時の気密性」及び「事故時の格納容器隔離弁

等による放射性物質漏えい防止機能」は維持管理しない。 

「放射線遮蔽機能」を有する性能維持施設の性能は，以下のとおりで

ある。 

・放射線障害の防止に影響するような有意な損傷がない状態である 

こと。 

「放射性物質漏えい防止機能」を有する性能維持施設の性能は，以下

のとおりである。 

・外部へ放射性物質が漏えいするような有意な損傷がない状態であ 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

（使用済樹脂計量タンク室

の補助遮蔽を性能維持施

設へ追加） 

 

 


